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山形県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

（職員） （職員） 

第５条 幼保連携型認定こども園は、前条第１項

の学級を担当する専任の主幹保育教諭、指導保

育教諭又は保育教諭（以下この項において「保

育教諭等」という。）を各学級に１人以上置か

なければならない。ただし、特別の事情がある

場合は、保育教諭等は、専任の副園長若しくは

教頭が兼ね、又は規則で定めるところにより専

任の助保育教諭若しくは講師をもって代えるこ

とができる。 

第５条 幼保連携型認定こども園は、前条第１項

の学級を担当する専任の主幹保育教諭、指導保

育教諭、主務保育教諭又は保育教諭（以下この

項において「保育教諭等」という。）を各学級

に１人以上置かなければならない。ただし、特

別の事情がある場合は、保育教諭等は、専任の

副園長若しくは教頭が兼ね、又は規則で定める

ところにより専任の助保育教諭若しくは講師を

もって代えることができる。 

２～５ －略－ ２～５ －略－ 

（児童福祉施設基準条例の準用） （児童福祉施設基準条例の準用） 

第９条 児童福祉施設基準条例第３条から第５条

まで、第６条第１項、第２項及び第４項、第７

条、第９条、第11条、第12条、第16条、第17条

並びに第33条第１項（第６号に係る部分に限

る。）の規定は、幼保連携型認定こども園につ

いて準用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

第９条 児童福祉施設基準条例第３条から第５条

まで、第６条第１項、第２項及び第４項、第７

条、第９条、第11条、第12条、第16条、第17条

並びに第33条第１項（第６号に係る部分に限

る。）の規定は、幼保連携型認定こども園につ

いて準用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句に読み替えるものとする。 

 －略－   －略－  

 第３条 －略－   第３条 －略－  

 児童福祉施設

に入所してい

る者 

就学前の子ど

もに関する教

育、保育等の

総合的な提供

の推進に関す

る法律（平成

18年法律第77

号。以下「認

定こども園

法」とい

う。）第14条

第６項に規定

する園児（以

下「園児」と

いう。） 

  児童福祉施設

に入所してい

る者 

就学前の子ど

もに関する教

育、保育等の

総合的な提供

の推進に関す

る法律（平成

18年法律第77

号。以下「認

定こども園

法」とい

う。）第14条

第７項に規定

する園児（以

下「園児」と

いう。） 

 

 －略－   －略－  

 －略－   －略－  
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山形県病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

第１条関係（山形県病院事業の設置等に関する条例の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第34条において準用する地方自治法

（昭和22年法律第67号）第243条の２の８第８項

の規定により病院事業の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100万円以上である場合とする。 

第６条 法第34条において準用する地方自治法

（昭和22年法律第67号）第243条の２の９第８項

の規定により病院事業の業務に従事する職員の

賠償責任の免除について議会の同意を得なけれ

ばならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額

が100万円以上である場合とする。 

 

第２条関係（山形県流域下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

現   行 改 正 案 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第４条 法第34条において準用する地方自治法

（昭和22年法律第67号）第243条の２の８第８項

の規定により流域下水道事業の業務に従事する

職員（以下「職員」という。）の賠償責任の免

除について議会の同意を得なければならない場

合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上

である場合とする。 

第４条 法第34条において準用する地方自治法

（昭和22年法律第67号）第243条の２の９第８項

の規定により流域下水道事業の業務に従事する

職員（以下「職員」という。）の賠償責任の免

除について議会の同意を得なければならない場

合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上

である場合とする。 
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